
菊池広域連合公告第６号 
 
 
   菊池広域連合人事行政の運営等の状況の公表 
 
 
地方公務員法第５８条の２第３項及び菊池広域連合人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例に基づき、令和５年度の菊池広域連合人事行政の運営等の状況を、

別紙のとおり公表する。 

 
 
  令和６年１１月５日 
 
 

菊池広域連合長 𠮷 本 孝 寿    



１　総括　

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） 1

2

3

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（注） 個人情報保護の観点から、対象となる職員が少数の場合は（＊）としています。
その他対象となる職員がない欄については（－）としています。

一般行政職
大学卒

円 円 円 円
247,600 319,600 - -

高校卒
円 円 円 円

230,000 300,100 - 372,000

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大学卒

円
196,200

高校卒
円

166,600

（注）１ 　「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の
平均である。

2 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、
時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与
実態調査において明らかにされているものである。

(2)　職員の初任給の状況（令和６年4月1日現在）

区分 菊池広域連合

消防部門
歳 円 円

36.8 272,956 328,453

　計　B

一般行政部門
歳 円 円

46.1 326,800 360,725

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

職員手当には、退職手当を含まない。

職員数は、令和5年4月1日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度
任用職員を含まない。

給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員
の給与費は含まれていない。

1,442,406 31.0

195,991 283,955 1,179,794 5,565

B/A

令和５年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

212 699,848

区分
職員数 給与費 (参考)一人当

たり給与費Ａ
給料 職員手当

期末・勤勉
手当

菊池広域連合の給与・定員管理等について

　人事行政の運営の状況について、菊池広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づ
き、令和５年度の状況を公表します。

区分
歳出額 実質収支 人件費 人件費率

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

令和５年度
千円 千円 千円 ％

4,646,227 203,132



３　一般行政職の級別職員数等の状況

菊池広域連合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

(2)　昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

(1)　期末手当・勤勉手当

(    )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　 ※　支給対象職員はありません。

感染症等特殊防
疫作業手当

感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関す
る法律に定める感染症並び
に人事院がこれらに相当す
ると認める感染症の患者又
はその疑いのある者の身体
に接触して行う作業又はこ
れに準ずる作業に出動した
消防職員

感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関す
る法律に定める感染症並び
に人事院がこれらに相当す
ると認める感染症の患者又
はその疑いのある者の身体
に接触して行う作業又はこ
れに準ずる作業に出動した
とき

千円
出動1回　500円

57

消防及び救急出
動手当

火災、災害、人命救助及び
救急業務に出動した職員

火災、災害、人命救助及び
救急業務のために出動した
とき

千円 出動1回　400円
8,277

潜水手当 潜水器具を着用して潜水作
業に従事した消防職員

潜水器具を着用して潜水作
業に従事したとき

千円
１当務　500円

0

高所作業手当 はしご付消防自動車又は多
目的消防ポンプ自動車で地
上10メートル以上の高所作
業に従事した職員

はしご付消防自動車又は多
目的消防ポンプ自動車で地
上10メートル以上の高所作
業に従事したとき

千円

0
１当務　300円

左記職員に対す
る支給単価５年度決算

火葬手当 菊池・大津火葬場で火葬業
務に従事する職員

火葬業務に従事するとき 千円
月額　5,000円

0

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

(3)　特殊勤務手当（令和６年4月1日現在）
支給実績（令和５年度決算） 8,333千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 58,276 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 65.9%

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　5～15%

（注）

  人事評価が試行中のため勤勉手当へ反映していない。

(2)　地域手当（令和６年4月1日現在）

（令和５年度支給割合）
期末手当     勤勉手当    

2.45月分 2.05月分
(　　　1.4)月分 　(　　1.0)月分

（注）１

2

  人事評価が試行中のため昇給へ反映していない。

菊池広域連合
１人当たり平均支給額（令和５年度）

1,395 千円

7級 事務局長・消防長、次長、消防正監・消防監
人  ％  円 円
1 0.4 365,500 446,200

6級
次長、課長・署長、副署長、消防監・消防司令
長

人  ％  円 円
16 7.4 323,100 411,300

5級
副署長、署の課長・課長補佐、主幹、消防司令
長・消防司令

人  ％  円 円
26 12.0 295,400 394,000

4級 主幹、係長、消防司令・消防司令補
人  ％  円 円
8 3.6 271,600 382,000

3級 係長・参事、消防司令補・消防士長
人  30.9 円 円

67 30.9 240,900 351,000

2級
参事・主任、主事・技師、消防士長・消防副士
長

人  ％  円 円
39 18.0 208,000 305,200

1級 主事・技師、消防副士長・消防士
人  ％  円 円

60 27.6 162,100 249,400

(1)　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和６年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の給

料月額
最高号給の
給料月額

救急救命士特定
行為手当

救急救命処置を実施した職
員

救急救命処置を実施したと
き 千円

0
出動１回　500円



(4)　時間外勤務手当

５　特別職の報酬等の状況（令和６年4月1日現在）

期末手当 支給なし

報酬年額 50,000円 43,000円 40,000円 37,000円 36,000円

区分 広域連合長 副広域連合長 議　長 副議長 議　員

夜間勤務手当

午後10時から翌日の午前5時までの
間に勤務する職員に対し、通常の時
間単価に100分の25を乗じた額

同 -
千円 円

8,008 52,002

休日勤務手当

休日に勤務した職員に通常の時間単
価に100分の125から100分の150まで
の範囲内を乗じた額

同 -
千円 円

46,327 472,728

管理職手当

事務局長及び消防長の職にある者：
50,000.円、事務局次長及び消防本部
次長の職にある者：45,000円、本部の
課長、署長及び事務局の課長の職に
ある者40,000円、副署長の職にある
者：37,000円

同 -

千円 円

8,106 450,333

通勤手当

交通機関等利用者：運賃に応じ、月
額55,000円を限度として支給
自家用車利用者：通勤距離に応じ、
月額31,600円を限度として支給

同 -

千円 円

14,581 68,781

住居手当

借家・借間住居者：月額16,000円を超
える家賃を負担する職員に対し、家
賃の額に応じ、月額28,000円を上限と
して支給

同 -

千円 円

17,176 330,325

扶養手当

○配偶者、60歳以上の父母・祖父
母、22歳までの孫、弟・妹、重度心身
障害者：1人につき 6,500円
○子：1人につき 10,000円
○加算措置：満15歳に達する日後の
最初の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にあ
る子1人につき5,000円を加算

同 -

千円 円

34,266 265,628

(5)　その他の手当（令和６年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（５年度決算）

支給職員１人当
たり平均支給年
額（５年度決算）

支給実績（令和５年度決算） 32,712 千円

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 163 千円

（注） 　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度決算）」と同
じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支
給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。



６　職員数の状況

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

23 27 31 35 39 43 47 51 55 59

4 23 26 28 29 27 17 15 15 17 13 3

(2) 職員数の推移

派遣職員を含みます。

(3) 関係市町等の派遣職員数

(4) 採用職員と退職職員

７　職員の分限及び懲戒処分者数（令和５年度）

８　職員の研修の状況（令和５年度）

９　職員の福祉及び利益の保護の状況

連合主催 人事評価研修 22人

団体等主催 法制執務、契約事務、ハードクレーム研修等 （延べ） 38人

2

(2)公平委員会事務の報告状況(令和５年度)

区分 件数

連合主催 ハラスメント研修 80人

懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処分で、公務にお
ける規律と秩序を維持することを目的としてなされます。

区分 研修名 受講者数

勤務条件に関する措置の要求状況 0件

不利益処分に関する不服申し立ての状況 0件

(1)公務災害の発生状況(令和５年度)

公務災害 通勤災害 合計

0件 0件 0件

0 0 0 0

（注）１ 分限処分は、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行われる処分で、公務
能率の維持を目的としてなされます。

0 2 0 0 2 0

（注） 採用者数は、令和6年4月1日採用者、退職者数は令和5年4月1日～令和6年3月31日の退
職者数である。

分限処分者 懲戒処分者

免職 休職 降任 降給 計 免職 停職 減給 戒告 計

採用者数(A) 退職者数(B) (A)－(B)

9人 2人 7人

環境保全組合 1 0 0 0

合計 13 12 12 10

大津町 2 2 2 2

菊陽町 2 2 2 2

菊池市 4 4 3 3

合志市 4 4 3 3

市町名 令和3年 令和4年 令和6年

5(27.7％)

消防 195 198 196 197 202 204 9(4.6％)

令和5年

一般行政 18 18 18 17 22 23

（注）

（単位：人）

職員数 217

（単位：人・％） 
年度

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
過去５年間の
増減数（率）部門別

(1)　年齢別職員構成の状況（令和６年4月1日現在）

区　分
(年齢)

20
未
満

60
以
上

計


